
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

      平成２６年１１月１２日 製品安全課 
商品名等 
（電気用品名等） 包装用フィルムディスペンサー 

 
１ 当該商品等の概要 
 
○用途、機能、性能 
当該製品は、食品等のパック容器に巻きつけるシール付き包装用フィルムを自動

で送り出し、カットする機器である。 
サーマルプリンタ(オプション)を取り付け、フィルムに賞味期限等を印刷するこ

とも可能である。 

 
○構造、仕様、意匠 
操作パネル、フィルム自動送り機構、フィルムカッターから構成される。 
本体にフィルムロールをセットし、ボタン操作によりフィルムが自動で送り出さ

れる。センサーがフィルムを検知し、フィルムの送り出しを停止させ、フィルムを
カットする。 
 
寸  法（ｍｍ）：６７２（Ｗ）×４２９（Ｄ）×１９６（Ｈ） 
質      量：１４ｋｇ 
定      格：ＡＣ１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ、１０Ｗ   
サーマルプリンタ消費電力：約２００Ｗ 

 
 
○主な使用者、販売先 
コンビニベンダー、食品メーカー、スーパーマーケット 

 
 
２ 対象・非対象の解釈 
 
電気用品安全法上は、非対象として取り扱う。 

 
（理由） 
 
当該製品は、包装用フィルムを自動でカットするものであり、梱包機能は有さな

いことから、「包装機械」とは見なせない。また、当該製品の構造、仕様、用途、

及び販売先から製造現場で使用されるものなので事務機械器具に該当しない。その

他に該当する機能又は用途のものが電気用品として指定されていないことから、電

気用品安全法上は非対象として取り扱うことが妥当と判断する。 
 

 


